
伐木収集作業時における跳ね上がり枝との接触事故

令和 7年 5月 16日
8:30時点 【第3報・最終】

【発生日時】 令和7年 5月 14日 11：15分頃

【発生場所】 E19中央自動車道 西宮線 下り249.8KP付近 側道部

【業務名】 2025年度 中央自動車道 ●●管内維持修繕業務

【受注者】 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋(株) 

【当事者】 作業員：

【事象概要】 盛土のり面に繁茂したニセアカシアを伐採してパッカー車に積込む際、機械
作動時に樹木が跳ね上がり作業員の顎に接触し、負傷したもの。

【被害状況】  人的被害 ：作業員１名 右側下顎打撲症（軽傷）

 物的被害 ： なし

【時系列】  

5/14

11：15頃 事象発生。

11：20頃 現場責任者よりメンテ担当職員に連絡。担当職員から担当課長へ連絡。

11：30頃 担当職員からメンテ事業所長へ報告。

11：30頃 担当職員よりメンテ本社に報告。

11：30頃 担当職員から （保）へ報告。

11：45頃 被災作業員が事務所帰着。メンテ社員と●●病院へ受診に向かう。

13：30～17：00頃

 安全大会にて当該事象に関する小集団活動を実施。

14：20頃 CT検査の結果、右顎打撲と診断されたものの、嚙み合わせに不具合も

生じているためかかりつけの歯科医院を16：30頃から受診。

17：00頃 歯科医院より右側下顎打撲症で全治1週間と診断。

5/15

被災者家族の申し出により大事をとって休暇

5/16

被災者作業復帰

【公表・非公表】  ―

【報道等】 ―

【警察所見】       － 1



発生場所

下り線 249.8KP 盛土のり面
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【再発防止対策】

①積込む伐採木を予めホッパーの幅に収まる長さに切断した後に積込む。

②パッカー操作者は、積込まれた樹木がホッパー内に収められていることと

積込作業員が安全な離隔が保持できていることを互いに確認した後に作動させる。

③①～②について、作業手順書の改訂を行い、着手前に職長中心に作業員全員で

手順書を確実に把握し、現場到着後、リスクアセスメントによる現場KYを徹底する。

【原因】

① 被災者は、積込んだ樹木がパッカー車からはみ出ている（再現写真参照）のは認識し

ていたが、樹木との離隔が確保されているため安全だと思っていた。

②跳ね返る恐れのある長さでパッカー車へ積込んでしまった。

③パッカーを作動させる専属作業員（パッカー操作者）を配置していたものの、積込作

業員の安全な離隔 が保持できているかの確認ができていなかった。

④パッカー車側面の作動スイッチ付近で操作者が確認できる位置に下記のプレート

を掲示して安全確認の徹底を図る。

パッカー操作時の安全確認

  作業開始時に緊急停止装置の作動確認

  専属の操作者（操作者明示）がスイッチ操作

  下記を確認後、作動させる

 伐木がホッパー内に収まっている

 作業員と安全な離隔が確保されている
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